
平成２４年度 外部評価対象事業選定方針 

 

１ 平成２４年度外部評価対象事業について 

 （１）外部評価対象事業 

【対象事業】第７次刈谷市総合計画の各基本方針に基づいた事務事業を対象とした評価 

       該当事業：８８６事業 

【対象理由】昨年度、市の主要な事業となる実施計画書掲載事業を対象に実施したが、

本年度はその対象を広げて、より広い範囲の事務事業に対して意見をいた

だくために、総合計画の基本方針に基づいた各基本施策を単位に事業を選

定し、外部評価を実施する。 

 

（２）対象事業の選定方法 

第１回刈谷市行政評価委員会：総合計画に位置づけられる全３０の基本施策の中から、

平成２３年度の外部評価実施内容を考慮して対象施策

となる２０施策を決定 

第２回刈谷市行政評価委員会：第１回委員会で決定した２０施策に該当する５８の事

務事業のうち１８事業を外部評価実施事業として決定 

 

（３）対象外とする事業  

 

２ 平成２３年度外部評価実施事業フォローアップ評価の実施について 

（１）フォローアップ評価の対象事業について 

【対象事業】平成２３年度に外部評価を実施した２０事業のうち２事業 

【対象理由】平成２３年度に実施した外部評価の成果を検証し、各事務事業の取組がど

のように変わったのか追跡評価を実施するため。 

 （２）選定方法 

   第２回刈谷市行政評価委員会にて決定 

対象外とする事業 理由 

① 公共施設の建設に関する事業 建設中の事業については、成果の検証が困難で

あるため、対象外とする。 

※維持保全に関する事業は対象とする。 

② 平成２３年度完了事業 次年度以降継続せずに完了する事業は、事業の

直接的な改革・改善に至らないため、対象外と

する。 

③ 県、一部事務組合・広域連合への負

担金事業 

裁量が入り込む余地が少ないため、対象外とす

る。 

④ 予備費、諸支出金、還付金事業、償

還事業 

裁量が入り込む余地がないため、対象外とす

る。 
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